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むつ市教育委員会事務専決代決規程の一部を改正する訓令新旧対照表

改 正 案 現 行

（代決） （代決）

第７条 （略） 第７条 （略）

２ 前項の規定にかかわらず、別表第４の代決する者（以下「代決権者」とい

う。）に掲げる者が全て不在であって、事務の遂行に支障があると認められ

るときは、教育部長からあらかじめ承認を得て、相当の期間を定めて、代決

権者以外の者に代決させることができる。

（代決の制限） （代決の制限）

第８条 （略） 第８条 （略）

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略）

⑸ 学校管理規則第２３条による校長の１０日以上にわたる休暇に関するこ ⑸ 学校管理規則第２３条、第２６条及び第２７条による校長の１０日

と。 以上にわたる有給休暇、出張及び私事旅行に関すること。

⑹～⑼ （略） ⑹～⑼ （略）

別表第１ 共通専決事項（第３条関係） 別表第１ 共通専決事項（第３条関係）

（略） （略）

電気事業及び電気通信事業のための電柱類の 電気事業及び電気通信事業のための電柱

設置並びに水道事業のための管類の埋設に係 ○ 類の設置並びに水道事業のための管類の ○

る教育財産の目的外使用の許可 埋設に係る行政財産の目的外使用の許可

使用期間が１年を超えない教育財産の目的外
○ （略）

使用の許可
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（略）

別表第２ 個別専決事項（第３条関係） 別表第２ 個別専決事項（第３条関係）

（略） （略）

教科用図書の納入 ○ 学校指導専門計画 ○

学校教育課 学校教育に関する研究会等の開催 ○ 教科用図書の納入 ○

学校教育課

学校への指導 ○ 校外行事及び準教科書用使用の承認 ○

学校教育に関する研究会等の開催 ○

学校への指導 ○

別表第４ 決裁順位（第７条関係） 別表第４ 決裁順位（第７条関係）
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（略） （略）

公民館長 （略） 公民館長の指定する順 公民館長 （略） 公民館長の指定する順

序による主幹、主任主 序による主幹、主任主

査 査又は主査

図書館長 （略） 図書館長の指定する順 図書館長 （略） 図書館長の指定する順

序による主幹、主任主 序による主幹、主任主

査 査又は主査



 


